














武 蔵 野 市 内 の 資 産 所 在 地 を 記 入 の 上 、 自 己 所 有 家 屋

と 借 家 の ど ち ら か に　 を つ け て く だ さ い 。

宛
名
番
号



以
下
の
事
項
に
当
て
は
ま
る

場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
申
告
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
、

そ
の
旨
の
表
示

〇
課
税
標
準
の
特
例
、
非
課

税
、
減
免
に
該
当
す
る
資
産

の
場
合
、
適
用
条
項
と
そ
の

概
要
〇
他
市
（
区
）
町
村
か
ら
の
移

動
に
よ
り
受
け
入
れ
た
場
合
、

受
け
入
れ
の
年
月

〇
中
古
資
産
の
見
積
耐
用
年

数
、
短
縮
区
耐
用
年
数
を
使
用

し
て
い
る
場
合
、
そ
の
旨
の
表
示

売
却
・
廃
棄
・
廃
業
等
に
よ
り

賦
課
期
日
現
在
、
事
業
の
用

に
供
さ
な
い
、
ま
た
は
武
蔵
野

市
外
へ
移
動
し
た
も
の
で
す
。

所
得
税
ま
た
は
法
人
税
に
お

い
て
減
価
償
却
済
み
（
未
償

却
残
高
が
１
円
に
達
し
た
も

の
）
で
あ
っ
て
も
、
固
定
資
産

税
に
お
い
て
は
、
事
業
の
用

に
供
し
て
い
る
限
り
減
少
資

産
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
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※ これまでに申告実績のあるかたは、申告済みの資産について印字された「種類別明細書」を同封しています。

種
類
別
明
細
書
（
白
黒
印
刷
）
が
同
封
さ
れ
て
い
る

か
た
は
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
の
上
、
資
産
コ
ー
ド
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
同
封
さ
れ
て
い
な
い
か
た
に

つ
い
て
は
空
欄
で
構
い
ま
せ
ん
。








